
平
成
三
十
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
一
号

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
処
理
支
援
業
務
を
行
う
者
の
認
定
等
に
関

す
る
命
令

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四

十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
第
三
号
及
び
第
二
十
九
条
並
び
に
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
七
条

第
三
号
並
び
に
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
を
実
施
す
る
た
め
、
中
小
企
業
等
経
営

強
化
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
処
理
支
援
業
務
を
行
う
者
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通

信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
）

第
二
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
た
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い

ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
基
本
方
針
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
人
的
構
成
に
照
ら
し

て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
）
。

イ
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
三
年
以
上
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
実
績
又
は
十
者
以
上
の
中
小
企
業
等
に
対

す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申

請
書
を
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
届
出
）

第
三
条
　
法
に
規
定
す
る
手
続
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
お
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
あ

ら
か
じ
め
中
小
企
業
庁
経
営
支
援
部
経
営
支
援
課
長
（
以
下
「
経
営
支
援
課
長
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

二
　
連
絡
担
当
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
経
営
支
援
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
識
別
符

号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
経
営
支
援
課
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
条
　
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
行
う
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
届
出
す
べ
き
事
項
を
当
該
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
当
該
手
続
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
　
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
連
絡
担
当
者
の
役
職
の
変
更
と
す

る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
情
報
処
理
支
援
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
六
条
　
法
第
四
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者

は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
情
報
処
理
支
援
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意

思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
心
身
障
害
の
届
出
）

第
七
条
　
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
当
該
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
が
精
神
の
機

能
の
障
害
を
有
す
る
状
態
と
な
り
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
の
業
務
の
継
続
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
、

経
済
産
業
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病

因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
認
定
の
更
新
）

第
八
条
　
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項

の
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
現
に
受
け
て
い
る
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
三
十
日
前

ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
更
新
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第

四
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
九
条
　
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
準
用
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
十
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
条
第
二
項
の
申
請
及
び
第
八
条
の
更
新
の
申
請
の
手
続
（
次
項
に
お
い
て
「
申

請
等
の
手
続
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
申
請
等
の
手
続
に
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
経
済
産
業
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1
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